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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成27年12月17日に提出いたしました第37期（自　平成26年９月21日　至　平成27年９月20日）有価証券報告書の

記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものでありま

す。

　

２ 【訂正事項】

　第一部　企業情報

　　第５　経理の状況

　　　　１　連結財務諸表等

　　　　　（１）連結財務諸表

　　　　　　　注記事項

　　　　　　　（未適用の会計基準等）

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部　企業情報

　第５　経理の状況

　　　１　連結財務諸表等

　　　　（１）連結財務諸表

　　　　　　注記事項

（未適用の会計基準等）

 
（訂正前）

記載なし

 
（訂正後）

・「企業結合に関する会計基準」　（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

・「連結財務諸表に関する会計基準」　（企業会計基準第22号　平成25年９月13日）

・「事業分離等に関する会計基準」　（企業会計基準第７号　平成25年９月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準」　（企業会計基準第２号　平成25年９月13日）

・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」　（企業会計基準適用指針第10号　平成25年９

月13日）

・「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号　平成25年９月13日）

 
（１）概要

子会社株式の追加取得等において、支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動の取扱い、

取得関連費用の取扱い、当期純利益の表示及び少数株主持分から非支配株主持分への変更並びに暫定的な会計

処理の確定の取扱い等について改正されました。

（２）適用予定日

平成28年２月期の期首（注）から適用します。

なお、暫定的な会計処理の確定の取扱いについては、平成28年２月期の期首以後実施される企業結合から適

用します。

（３）当該会計基準等の適用による影響

「企業結合に関する会計基準」等の改正による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中で

あります。

　　　（注）当社は、平成27年12月17日開催の第37期定時株主総会において定款の一部変更をご承認いただき、決算

期（事業年度の末日）を９月20日から２月末日に変更いたしました。決算期変更の経過期間となる平成28年２

月期は、平成27年９月21日から平成28年２月29日までの５ヶ月決算となります。

以上
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